
２８ 平成２５年１０月３０日申請（平成２５年（争）第１号）（卸電気通信役

務の提供に係る料金等の見直し） 

経過 

平成２５年  

１０月３０日 Ａ社から、あっせんの申請（平成２５年（争）第１号）。 

３１日 委員会から、Ｂ社に対し、あっせんの申請があった旨の通

知。 

１１月１１日 Ｂ社から答弁書の提出。 

１９日 あっせん委員（荒川委員、小野特別委員、近藤特別委員）

の指名。 

２６日 両当事者から意見の聴取。 

２９日 あっせん委員から、Ａ社及びＢ社に対し、質問を送付。 

１２月 ４日 Ｂ社から、あっせん委員からの質問（１１月２９日付

け）に対する回答。 

６日 Ａ社から、あっせん委員からの質問（１１月２９日付

け）に対する回答。 

１３日 あっせん委員から、Ａ社及びＢ社に対し、質問を送付。 

１９日 Ａ社から、あっせん委員からの質問（１２月１３日付

け）に対する回答。 

２０日 Ｂ社から、あっせん委員からの質問（１２月１３日付

け）に対する回答。 

平成２６年  

１月１４日 両当事者から意見の聴取。 

１６日 あっせん委員から、Ａ社に対し、検討依頼を送付。 

２１日 Ａ社から、あっせん委員からの検討依頼（１月１６日付け）

に対する回答。 

２３日 あっせん委員から、Ｂ社に対し、検討依頼を送付。 

２９日 Ｂ社から、あっせん委員からの検討依頼（１月２３日付け）

に対する回答。 

２月 ６日 両当事者から意見の聴取。 

あっせん委員から、あっせん案の提示。 

１２日 Ｂ社があっせん案を受諾。 

１３日 Ａ社があっせん案を受諾。 
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あっせん終了。 
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